
 

奄美市告示第103号 

 

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付要綱を次のように定めた。 

 

  令和４年４月１日 

 

奄美市長 安 田 壮 平 

 

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付要綱 

 

 奄美市ＩＣＴ先進技術習得事業補助金交付要綱（平成23年奄美市告示第64号

の２）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，本市における情報通信産業の振興を図るため，情報通信

関連事業者が事業拡大を図るため外部人材を活用する取り組みに対し，予算

の範囲内において奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付するものとし，その交付については，奄美市補助金等交付規

則（平成18年奄美市規則第40号）に定めるもののほか，この要綱の定めると

ころによる。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象事業（以下「補助対象事業」という。）は，事業拡

大を図るため外部人材を活用して行う人材育成，開発制作行為，事業創出，

事業改善等を通じた技術習得に係る事業とする。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象事業者」とい

う。）は，情報通信関連事業者である個人，法人，その他の団体等で，次の



 

各号いずれにも該当する者とする。 

(１) 本市の区域内に本店，支店その他の事業所を有する者 

(２) 主たる業務として情報通信産業に関する事業を行う者 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は補助対

象事業者としない。 

(１) 市税等を滞納している者 

(２) 宗教活動や政治活動を目的とする者 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，

次に掲げるものとする。 

(１) 外部人材への謝金 

(２) 外部人材に係る旅費及び宿泊費 

(３) 外部人材の活用のため市長が特に認める経費 

２ 補助金の額は，補助対象経費に３分の２を乗じて得た額とし，当該額が50

万円を超える場合にあっては50万円を限度とする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助の対象となる期間は，補助金の交付を受けようとする年度の４月

１日から翌年３月31日までとする。 

 （審査等） 

第６条 市長は，補助対象事業者を公募するものとし，審査会に付すものとす

る。 

２ 補助対象事業者は，別に定める提出期限までに，奄美市ＩＣＴ事業拡大支

援事業補助金申込書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。 



 

(１) 奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業実施計画書 

(２) 奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業事業化計画書 

(３) 直近２年間の決算書（貸借対照表，損益計算書）又はそれに類する  

書類 

(４) 役員名簿 

（５） 市税等を滞納していないことを証する書類 

(６) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は，審査会の審査結果を受け，補助対象事業の認定の可否を決定し，

補助対象事業者へ通知するものとする。 

４ 補助対象事業者は，補助対象経費を同じくする他の補助金と重複して申請

してはならない。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，奄

美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付申請書（別記第２号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第８条 市長は，前条の規定による交付の申請があったときは，その内容を審

査し，適当であると認めたときは，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交

付決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の交付の決定に当たり，必要に応じて条件を付すことができ

る。 

（申請の取下げ） 

第９条 前条第１項の規定による通知（以下「決定通知」という。）を受けた

申請者は，決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは，申

請を取り下げることができる。 

（内容等の変更） 



 

第10条 申請者は，決定通知を受けた後において，申請の内容を変更しようと

するときは，あらかじめ奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金変更申請書

（別記第４号様式）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の承認をする場合において，必要に応じ交付の決定の内容を

変更し，条件を付すことができる。 

３ 市長は，前項の規定により交付の決定の内容を変更し，条件を付した場合

は，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金変更交付決定通知書（別記第５号

様式）により，申請者に通知するものとする。 

４ 申請者は，補助対象事業を廃止する場合は，その理由を記載した奄美市Ｉ

ＣＴ事業拡大支援事業補助金廃止承認申請書（別記第６号様式）を市長に提

出し，その承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第11条 申請者は，補助対象事業が完了したとき又は廃止の承認を受けたとき

は，その日から起算して14日以内に，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金

実績報告書（別記第７号様式。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書 

(２) 領収書等の写し 

(３) 実績が確認できる写真等 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は，実績報告書を提出した後においても市長の指示があるときは，

補助対象事業に係る実績，効果等について報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は，前条の実績報告を受けた場合は，関係書類を審査し，又は必

要に応じて現地確認検査等を行い，事業の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確



 

定し，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付確定通知書（別記第８号様

式）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に，1,000円未満の端数が生

じた場合は，これを切り捨てるものとする。 

（証拠書類の保管） 

第13条 申請者は，補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，か

つ，当該証拠書類を５年間保管しなければならない。 

 （取消し等） 

第14条 市長は，申請者が，次の各号のいずれかに該当する場合は，交付の決

定を取り消し，又は既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を求める

ことができる。 

 (１) 交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。 

 (２) その他この要綱の規定に違反したとき。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日までに，旧要綱の規定により交付すべきであった補助金

の取扱いについては，なお従前の例による。 

 

 



 

別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

年  月  日   

奄美市長     殿 

  

住  所 

事業所名              

代表者名              

            

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金申込書 

 

     年度奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金について，別添の関係書

類を添えて応募します。 

 

【事業の概要】 

ふりがな  

商号又は名称  

所在地 
〒       

 

連絡先 

TEL: 

FAX： 

e-mail： 

担当者職氏名 
職 

氏名 

役員・職員数 
役員   人 

（うち常勤   人） 

職員   人 

（うち常勤   人） 

団体の設立時期    年   月   日 

事業の名称  

事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式（第７条関係） 

 

年  月  日  

 

奄美市長     殿 

 

申請者   住 所      

事業所名       

代表者名                    

 

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付申請書 

 

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金の交付を受けたいので，奄美市ＩＣＴ

事業拡大支援事業補助金交付要綱第７条の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助対象経費       金         円 

 

２ 補助金交付申請額     金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式（第８条関係） 

 

第       号 

年   月   日  

 

             様 

 

 

奄美市長  

 

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった   年度奄美市ＩＣＴ事業拡大支

援事業補助金については，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付要綱第８

条の規定により，下記のとおり交付することを決定しました。 

 

記 

 

１ 補助対象経費      金       円 

 

２ 交付決定額        金       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式（第 10 条関係） 

 

年  月  日  

 

奄美市長       殿 

 

補助対象事業者 住  所 

事業所名 

代表者名 

   

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金変更申請書 

 

年 月 日付け  第  号で補助金交付決定通知のあった   年度奄

美市ＩＣＴ事業拡大支援事業の内容を下記のとおり変更したので，奄美市ＩＣ

Ｔ事業拡大支援事業補助金交付要綱第10条の規定により，関係書類を添えて申

請します。 

 

記 

 

１ 計画変更の内容及び理由 

２ 実施計画書 

３ 補助金交付決定通知書（第３号様式）添付 

 

 

 

注  関係書類は，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業申込書（別記第１号

様式 ） に 添 付 す る 実 施 計画 書 を用 い て作 成す るこ と 。 この 場合 にお

いて ， 変 更 に 係 る 部 分 は二 段 書き と し， 変更 前の も の を括 弧書 きで

上段に記載すること。  

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第 10 条関係） 

 

    第       号  

年   月   日   

 

            様 

 

             奄美市長          

  

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった   年度奄美市ＩＣＴ事業

拡大支援事業内容の変更については，奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交

付要綱第10条第３項の規定により承認し，補助金の額を下記のとおり変更決定

します。 

 

記 

 

１  補助対象事業の名称  

  

２ 補助対象経費      金           円 

 

３ 補助金の額       金           円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６号様式（第10条関係） 

 

 

  年  月  日  

奄美市長       殿 

 

申請者 住  所 

事業所名 

代表者名 

 

 

   年度奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金廃止承認申請書 

 

 

    年  月  日付け   第  号で補助金交付決定通知のあった   

年度奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業を下記のとおり廃止したいので，奄美市Ｉ

ＣＴ事業拡大支援事業補助金交付要綱第10条の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 廃止の理由 

 

 

 

 

２ 廃止の時期 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７号様式（第11条関係） 

 

 

第     号    

年  月  日   

 

 奄美市長       殿 

 

申請者  住  所 

事業所名 

代表者名 

 

奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金実績報告書 

 

   年   月   日付 け   第   号で補助金交付決定通知のあった   

年度奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業の内容を実施しましたので，奄美市ＩＣＴ

事業拡大支援事業補助金交付要綱第11条の規定により，関係書類を添えてその

実績を報告します。 

 

 

記 

 

 １ 事業実績書 

 ２ 領収書等の写し 

 ３ 実績が確認できる写真等 

 ４ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第12条関係） 

 

第     号    

年  月  日   

 

          様 

 

                奄美市長           

 

   年度奄美市ＩＣＴ事業拡大支援事業補助金交付確定通知書 

 

年  月  日付け  第  号で実績報告のあった上記事業補助

金については，下記のとおり確定しました。 

 

 

記 

 

１ 補助対象経費      金        円 

 

２ 交付確定額       金        円 

 


